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～交流・学習・高めあい～
「いのちと健康をめぐる裁判学習交流集会」

主催：働くもののいのちと健康を守る全国センター
■開催目的
裁判・認定闘争をたたかう仲間や労働組合、団体の交流と学習の場として位置付けます。いわゆる裁判闘争の事例交流だけではなく、全国センター主催にふさわしく「健康で働くことを問う」ことや裁判闘争の持つ意味を明確にすることをめざします。
被災者救済・補償と職場改善を両輪に、被災者を出さない職場づくり・労働組合の活動としても位置付けます。裁判闘争での勝利を、過労死認定基準の改善や過労死・過労自死を生まない職場、社会の実現へと結び付けていく視点で企画しています。
■日程・内容（一部予定）
◇と　き　２月１１日(祝)１３時～１２日(日)１２時
◇ところ　大阪市「エル・おおさか」＝大阪府立労働センター　　　　　　　　
大阪市中央区北浜東３－１４

℡.０６－６９４２－０００１
Fax.０６－６９４２－１９３３
●「新大阪駅」からは…地下鉄御堂筋線(新大阪～淀屋　　　　　

橋)→京阪電鉄(淀屋橋～天満橋)
◇規　模　２００人
◇基調報告　「学習交流集会の目的と意義」
◇記念講演　「裁判闘争の今日的意義と焦点」（仮題）
岩城穣弁護士（あべの総合法律事務所・過労死弁護団事務局次長）
◇特別報告（予定。いずれも仮題）
①マツヤデンキ過労死事件の争点と最高裁判決の意義と課題
②ニコン派遣社員上段さん過労自殺事件の争点と最高裁裁判の意義
③京都市教組超勤訴訟の争点と一審・二審判決の意義
④泉南アスベスト国賠訴訟の争点と大阪高裁判決の問題点
⑤過労死企業名情報公開訴訟の意義と過労死防止基本法制定の取り組み
◇フロアー発言
◇分科会・分散会討論　＊公務災害については分科会。他は分散会となります。
◇参加費　２，５００円（２日目のみも）
＊夕食・懇親会　会場＝ホテルキャッスル／会費＝６，０００円（当日集金）
◇宿　舎　各自でご用意ください。ご希望の方には、「ホテル京阪天満橋」を南海国際旅行で
予約できますので直接下記旅行者までお申込みください。
　　　　　§南海国際旅行東京中央営業部　　℡：０３－３５４３－３２９１(担当：奥村省吾)
　　　　　　　　FAX:０３－３５４５－５８７６　mail:s-okumura@geo-nti.co.jp
　　　　　　宿泊：ホテル京阪天満橋／料金：７，３５０円（シングル・１泊朝食付）

　　　　　　予約名：裁判学習交流集会（いのけん）

裁判闘争交流集会　参加申込み書

	氏名


	所属団体


	連絡先


	　

住所　〒　　

電話

Mail:

                               　　   (自宅・職場)

	関係している

事案の性格


	　脳・心臓疾患　　メンタル(過労自死)　腰痛・けいわん

　その他(　　　　　　　　　　)　特になし

　○で囲むまたは記入

	事案報告
	　希望する・希望しない　　　　＊どちらかに○を

	夕食・懇親会


	　参加する・参加しない
　　　　＊どちらかに○を

	希望分科会

　・分散会
	　分科会(公務災害)　・　分散会

　＊どちらかに○を


申し込み先：fax：０３－５８４２－５６０２／mail：info@inoken.gr.jp
